
容器包装リサイクル法　及び　資源有効利用促進法における再商品化義務と識別表示義務の関係

容器包装の種類 再商品化義務 識別表示義務

プラスチック製容器包装 あり あり

紙製容器包装 あり あり

ガラス製容器 あり なし

飲料・酒類・しょうゆ用PETボトル あり あり

飲料・酒類用スチール缶 なし あり

飲料・酒類用アルミ缶 なし あり

他のスチール・アルミ製容器包装 なし なし

飲料・酒類用紙パック（アルミ不使用） なし なし

段ボール製容器包装 なし なし

容器包装リサイクル法

ＰＥＴボトル

食料品（醤油、乳

飲料）、清涼飲料、

酒類

紙製容器包装

飲料用紙（アルミ不

使用のもの）と段

ボール製のものを

除く

プラスチック製

容器包装

食料品(醤油、乳飲

料等）、清涼飲料、

酒類のＰＥＴを除く

飲料用スチール缶 飲料用アルミ缶
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